
1,601,855 　千円

32,824,495 　千円

（単位：千円）

引上げ分の地方消
費税（社会保障財

源交付金）
その他

社会福祉総務費 8,235,343 4,645,357 1,468,894 0 11,095 274,560 1,835,437

老人福祉費 49,369 3,890 3,218 0 3,296 5,070 33,895

老人福祉施設費 57,967 0 0 0 1,696 7,322 48,949

障害者福祉施設費 77,794 9,795 4,891 0 32,174 4,025 26,909

児童福祉総務費 1,951,208 482,333 442,059 0 120,700 117,907 788,209

児童措置費 10,249,635 5,782,321 1,795,726 0 196,104 322,119 2,153,365

保育所費 353,212 813 560 0 32,283 41,582 277,974

母子生活支援施設費 87,391 33,349 20,149 0 214 4,382 29,297

児童センター費 201,403 5,153 1,289 0 2 25,369 169,590

生活保護総務費 149,045 44,499 0 0 0 13,604 90,942

扶助費 5,255,067 3,892,559 51,742 0 67,571 161,769 1,081,426

災害救
助費

災害救助費 110 0 0 0 0 14 96

26,667,544 14,900,069 3,788,528 0 465,135 977,723 6,536,089

生活
保護費

小　計　①
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国庫
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一般財源
分類 款 項 目 経費

令和６年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の明確化について

平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、全て社会保障施策に要す
る経費に充てることとされています。

令和６年度に地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策関連経費は、次のとおりとなります。

（歳　入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

（歳　出）　社会保障施策に要する経費



1,601,855 　千円

32,824,495 　千円

（単位：千円）

引上げ分の地方消
費税（社会保障財

源交付金）
その他

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 地方債 その他

一般財源
分類 款 項 目 経費

令和６年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の明確化について

平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、全て社会保障施策に要す
る経費に充てることとされています。

令和６年度に地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策関連経費は、次のとおりとなります。

（歳　入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

（歳　出）　社会保障施策に要する経費

社会福祉総務費 1,686,406 122,570 379,025 0 0 154,172 1,030,639

老人福祉費 1,469,691 56,384 30,608 0 0 179,922 1,202,777

3,156,097 178,954 409,633 0 0 334,094 2,233,416

民生費
社会

福祉費
老人福祉費 1,304,472 0 181,199 0 0 146,165 977,108

保健衛生総務費 975,391 99,659 293,520 0 59,472 68,021 454,719

予防費 720,991 107,854 3,108 0 27,110 75,852 507,067

3,000,854 207,513 477,827 0 86,582 290,038 1,938,894

32,824,495 15,286,536 4,675,988 0 551,717 1,601,855 10,708,399

※経費には、職員の人件費及び事務費は含まれていません

小　計　③

合　　計　（① + ② + ③）
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